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第１ 監査の結果 

   本件請求について、請求人の主張には理由がないと認めます。 

 

第２ 請求の受付 

 １ 請求人 

   (略) 

 

 ２ 請求書の提出日 

   令和５年３月 14 日 

 

 ３ 請求の内容 

   請求の内容は、別紙１のとおりです。 

 

 ４ 要件審査 

   監査委員は、令和５年３月 28 日に要件審査を行い、本件請求が地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号。以下「法」といいます。）第 242 条所定の要件を備えているものと認め、

監査を実施することを決定しました。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査対象事項の決定 

   横浜市情報公開・個人情報保護審査会（以下「当該審査会」といいます。）の特定の委

員３人（以下「当該委員」といいます。）に対して支出した、答申の作成に係る報酬のう

ち令和４年３月から令和４年９月までの支給分（以下「本件報酬」といいます。）が、違

法又は不当な財務会計上の行為に該当するか否かを監査対象事項としました。 

 

 ２ 監査対象局 

   総務局及び市民局を監査対象局としました。 

 



 

２ 

 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

   監査委員は、法第 242 条第７項の規定に基づき、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を

設け、令和５年４月 18 日に陳述を聴取しました。 

   また、監査委員は、同日に監査対象局から見解書（別紙２のとおり）の提出を受けると

ともに、監査対象局職員から陳述を聴取しました。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 請求人及び監査対象局職員の陳述 

   請求人及び監査対象局職員から聴取した陳述内容は、別紙３及び別紙４のとおりです。 

 

 ２ 事実関係の確認 

   請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象局からの提出書面及び監査対象局職

員の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

  (1) 当該審査会の設置と当該委員への委嘱等について 

    当該審査会は、横浜市長の附属機関です。附属機関は、法第 138 条の４第３項に基づ

き、法律又は条例の定めるところにより置くことができると定められています。当該審

査会を置くことについては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２

月横浜市条例第１号。本件報酬に係る期間に施行されているものとします。）第 22 条

に規定されており、当該審査会は条例により設置されていることが認められます。 

    また、当該審査会は横浜市の保有する情報の公開に関する条例第 22 条に基づき横浜

市長が任命する委員をもって組織するとされており、本件報酬に係る全ての答申作成が

行われた期間について、当該委員は、当該審査会の委員として横浜市長から委嘱を受け

ていることが認められます。さらに、当該委員はそれぞれ、横浜市情報公開・個人情報

保護審査会規則（平成 12 年６月横浜市規則第 120 号）第５条第１項に基づき、当該審

査会の会長から特定の部会の部会長に指名されていることが認められます。 

    なお、当該審査会の委員の身分は、附属機関の委員であることから、地方公務員法

（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第３項第２号により、非常勤特別職の地方公務員で

あると定められています。 

 



 

３ 

 

 

 

地方自治法（抜粋） 

第 138 条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、

法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公

共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関 

し、規則その他の規程を定めることができる。 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関

として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は

調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関について

は、この限りでない。 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例（抜粋）※平成 30 年３月５日施行 

(横浜市情報公開・個人情報保護審査会の設置等) 

第 22 条 第 19 条及び個人情報保護条例第 53 条の規定による諮問並びに情報公開に

関する事項についての実施機関の諮問に応じて調査審議するため、横浜市情報公

開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。 

２ 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項

について審議し、実施機関に意見を述べることができる。 

３ 審査会は、市長が任命する委員９人以内をもって組織する。 

４ 審査会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

５ 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。 

６ 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に

政治運動をしてはならない。 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会規則（抜粋） 

（部会） 

第５条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。 

（第２項省略） 

地方公務員法（抜粋） 

（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第３条 地方公務員（地方公共団体及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の全ての公務員をいう。以下同じ。）の職は、一般職と特別職とに分

ける。 

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

３ 特別職は、次に掲げる職とする。 

（第１号及び第１号の２省略） 

 (2) 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程

により設けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の

構成員の職で臨時又は非常勤のもの 

（第２号の２以下省略） 

  



 

４ 

 

 

  (2) 当該委員に支払う報酬について 

    非常勤特別職職員の報酬は、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和 31 年８月横浜市条例第 31 号）に定められており、当該審査会の委員は第２条

第 24 号に該当し、その報酬の額は第３条第２項により、日額 49,000 円又は月額

884,000 円を超えない範囲内で任命権者が定めるとされています。 

    市民局によれば、この規定を踏まえて、当該審査会における部会長の報酬は、日額

35,000 円と定められているとのことです。 

    また、日額で支給される報酬については、「「附属機関・懇談会に関する手引」等の

改定 及び附属機関委員の報酬支払いの考え方について（通知）（令和２年４月１日総

行第 5229 号）」（以下「総務局通知」といいます。）によると、「原則は、会議開

催・出席日を以て報酬を支払っていますが、「会議開催日以外でも委員が本市に対して

役務を提供し、かつ客観的に勤務したことが判断できる日」については、報酬の支払い

対象となる場合があります。会議開催日以外の役務を報酬の支払い対象とする場合は、

総務局労務課に協議」することとされています。 

    総務局によれば、当該審査会の答申の作成に係る報酬の支給について、令和２年５月

に市民局から相談を受け、審査会等への出席をもって報酬の対象とするのが原則である

ものの、答申作成等に関連した報酬の支払は、会議出席と同等の役務の提供があり、か

つ客観的に勤務したことが判断できる日は支払の対象になりうるとし、所管課で対外的

な説明ができる場合には、支払の対象となる場合がある旨を、総務局人事部労務課から

回答したとのことです。 

    また、市民局によれば、部会長による答申の作成は、支払の対象となる場合として示

された、会議出席と同等の役務を提供したことが客観的に説明可能な場合に該当すると

判断しているとのことです。そのため、会議への出席も、会議外での横浜市のための役

務の提供も、それぞれ報酬の対象としているとのことです。なお、報酬は日額であるこ

とから、同日に複数の答申の作成に係る役務を提供した場合であっても、支払う報酬は

１日分となるとのことです。 

横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（抜粋） 

（職員の範囲） 

第２条 この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償の支給を受ける特別職職員

は、次の各号に掲げる者とする。 

（第１号から第 23 号まで省略） 



 

５ 

 

 

 (24) 前各号以外の非常勤の職員 

（報酬の額） 

第３条 前条第１号から第 23 号までに掲げる者の受ける報酬の額は、別表による。 

２ 前条第 24 号に規定する非常勤の職員の受ける報酬の額は、日額 49,000 円又は月

額 884,000 円を超えない範囲内で任命権者が定める。 

３ 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい特別の事情があると認

められる職にある者の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。 

 

  (3) 本件報酬について 

    市民局によれば、本件報酬は令和４年３月 17 日に提出された答申第 2708 号から同年

10 月６日に提出された答申第 2957 号までの計 252 件の答申の作成に係るものとのこと

です。 

    また、答申を確定させることについて部会長である当該委員に一任することを他の委

員に諮り、了承を得た上で部会としての審議は終了させているとのことです。そして、

当該委員に一任された際には、市民局が修正案を作成した後、電子メールにより当該委

員に送付し、当該委員から電話又は電子メールで修正の指示等を受けているとのことで

す。市民局によれば、この指示等は、252 件全ての答申の作成に関して行われていると

のことで、うち 240 件については電子メールによる修正の指示等が行われていることが

認められます。また、残りの 12 件についても、市民局によれば、電話等により修正の

指示等を受けているとのことで、それに基づき、当該委員による答申の確定日を記載し

た資料を作成していたことが認められます。 

    なお、市民局によれば、答申の確定は部会長として行う役務であり、部会長以外の当

該審査会の会長及び委員の役務として行うことはないとのことです。そのため、答申作

成に係る報酬は、部会長の報酬である日額 35,000 円としているとのことです。 

  (4) 当該委員への本件報酬の支給について 

    報酬の支給に当たり、横浜市予算、決算及び金銭会計規則（昭和 39 年３月横浜市規

則第 57 号。以下「市会計規則」といいます。）に基づき、事前に執行伺が必要となる

ところ、市民局にて令和３年度の審査会答申作成報酬に係る執行伺が令和３年３月 29

日に、令和４年度の審査会答申作成報酬に係る執行伺が令和４年３月 28 日に決裁され

ていることが認められます。 

    また、市民局によれば、答申作成に係る報酬は月の初日から末日までの間の勤務の日



 

６ 

 

 

数に応じて、翌月 15 日（閉庁日の場合はその前の開庁日）に支給するとしているとの

ことです。本件報酬については、令和４年４月 15 日、５月 13 日、７月 15 日、８月 15

日、９月 15 日及び 10 月 14 日に支給されており、これらの６件の支出は、市会計規則

に沿って手続が適切に行われていることが認められます。 

 

 ３ 監査委員の判断 

   以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

   本件請求において請求人は、当該委員への本件報酬について、「市民局市民情報室市民

情報課が横浜市例規に規定がないにもかかわらず、答申作成料を違法、不当に支給をし

た。」、「答申書作成は委員報酬に組入れられていると解する。別に答申作成料の支給は、

重複なものであり不当である。」と主張しています。 

   部会長については、上記２(2)のとおり、日額で支給される報酬が定められています。

また、上記２(2)のとおり、総務局通知において、総務局人事部労務課との協議を経た上

で、「会議開催日以外でも委員が本市に対して役務を提供し、かつ客観的に勤務したこと

が判断できる日」について日額で支給される報酬を支払うことができるとされています。

そして、当該委員への本件報酬の支給については、令和２年５月、市民局の相談及び総務

局人事部労務課の回答があったことにより、総務局通知に基づいた協議が適切に行われ、

以後これに基づく支給がされていることが認められます。また、上記２(3)のとおり、当

該委員は答申の作成のための役務を提供しており、かついずれの役務も電子メールのやり

取り又は役務が提供された日の記録から客観的に勤務していることが認められます。この

ことから、当該委員への本件報酬については、日額で支給される部会長の報酬の額を支払

うことについて、根拠があるものと認められます。 

   なお、上記２(2)のとおり、会議への出席と、答申の作成はいずれも報酬の支給の対象

となる役務の提供であり、当該委員が部会長としての役務の提供を行った日について日額

35,000 円を支払うことは、重複した報酬の支給とは認められません。 

   そして、上記２(4)のとおり、当該委員への本件報酬の支出手続については、いずれも

関連規定に基づき適切に行われているものと認められます。 

 



 

７ 

 

 

 ４ 結論 

   以上のことから、当該委員に対して支出した本件報酬が、違法又は不当な財務会計上の

行為に該当するとは言えず、請求人の主張には理由がないと判断しました。 

 

 ５ 判断の根拠とした書類 

  (1) 総務局提出分 

    見解書（総務局部分） 

 

  (2) 市民局提出分 

   ア 見解書（市民局部分） 

   イ 住民監査請求に係る質問への回答 

   ウ 次の起案文書 

起案日 文書番号 件名 

令和２年５月８日 市市情第166号 
横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員（第11期）の

委嘱について 

令和３年３月17日 市市情第2222号 
令和３年度情報公開・個人情報保護審査会開催に伴う経

費について 

令和４年３月23日 市市情第3753号 
令和４年度情報公開・個人情報保護審査会開催に伴う経

費について 

令和４年３月23日 市市情第3755号 
20220415-990421-支出命令-1-017401-0103（R03年度審

査会答申作成報酬３月分） 

令和４年４月27日 市市情第295号 
20220513-990421-支出命令-1-001223-0103（R04年度審

査会答申作成報酬４月分） 

令和４年５月24日 市市情第529号 
横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員（第12期）の

委嘱について 

令和４年６月30日 市市情第775号 
20220715-990421-支出命令-1-004166-0103（R04年度審

査会答申作成報酬６月分） 

令和４年７月26日 市市情第943号 
20220815-990421-支出命令-1-005388-0103（R04年度審

査会答申作成報酬７月分） 

令和４年８月24日 市市情第1148号 
20220915-990421-支出命令-1-006202-0103（R04年度審

査会答申作成報酬８月分） 

令和４年９月29日 市市情第1384号 
20221014-990421-支出命令-1-007314-0103（R04年度審

査会答申作成報酬９月分） 
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